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電気通信事業分野における競争政策の展開

1 電気通信事業法の改正

総務省の情報通信審議会は、IT革命を推進するため

の電気通信事業における競争政策の在り方について、

平成12年7月から審議を行い、平成14年8月に最終答申

を発表した。最終答申では、ブロードバンド化・IP化

の進展を踏まえ、競争政策の積極的な展開、消費者行

政の充実、新たな競争の枠組みの導入について提言を

行っている。このうち、新たな競争の枠組みの導入に

ついては、競争の活性化を図るための規制水準の全般

的低下、市場メカニズムを補完するための制度整備等

の基本的視点に立って、一種・二種の事業区分の廃止、

参入規制・公益事業特権・退出規制等の在り方の見直

しなどを行うことを提言している。

総務省では、同答申を踏まえ、電気通信事業法の抜

本的見直しを進め、第156回通常国会に「電気通信事

業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部

を改正する法律案」を提出し、同法は平成15年7月に

可決成立した。同法では、民間事業者が持てる力を最

大限に発揮できるよう規制緩和を図る一方で、社会的

に必要となる最低限のセーフティネットを確保し、制

度全体として我が国の利用者利便の増進を図るとして

いる（図表①、②）。総務省では、関係法令の整備を進

め、同法は平成16年4月に施行された。
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【参入・変更手続】 
○　許可制は廃止（登録／届出） 
○　設備変更、業務エリアの拡大等も一層柔軟に 
 

【退出手続】 
○　許可制は廃止 
○　利用者に対する事前周知が必要 

利用者向けルール 

事業者間ルール（公正競争ルール） 
■　接続ルール 
　○　NTT東西の一種指定設備（接続約款の認可等） 
　○　NTTドコモ等の二種指定設備（接続約款の届出等）　等 
■　支配的事業者に対する禁止行為規定、違反に対する停止・変更命令 
■　不当な競争を引き起こす料金に対する業務改善命令 
■　事業者による意見申出制度、総務省による報告聴取・立入検査 
■　紛争処理スキーム 
　○　総務大臣による命令・裁定 
　○　紛争処理委員会によるあっせん・仲裁 

■　料金・契約約款規制の原則廃止（サービス提供条件の原則自由化） 
■　一般消費者向けサービスについての重要事項の説明義務 
■　利用者からの苦情・問合せに対する適切かつ迅速な処理義務 
■　上記義務への違反、その他利用者利益を阻害する場合には業務改善命令 

②事業の展開（サービス提供、ネットワーク構築） 

図表① 電気通信事業に関する新たな制度の枠組み

１　一種・二種の事業区分の廃止 
　　電気通信回線設備の設置の有無に着目した第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止した  
２　事業への参入・事業内容の変更に関する制度の見直し 
　　事業への参入・事業内容の変更に係る許可制を廃止し、簡素な手続である登録制／届出制に移行した  
３　サービス提供条件の原則自由化 
　　料金・契約約款の作成義務等を原則廃止し、電気通信事業者による原則自由なサービス提供を可能とした（ただし、
国民生活に必要不可欠なユニバーサルサービス等については契約約款の作成が必要）  

４　利用者保護ルールの整備 
　　電気通信事業者が事業を休廃止する際に、利用者に周知させる義務を設けた。また、一般消費者向けサービスについ
て、電気通信事業者及びその契約代理店に対してサービス提供条件の概要についての説明義務を設けるとともに、電気
通信事業者の苦情処理義務を設け、利用者保護の徹底を図った  

５　公益事業特権に関する制度の見直し 
　　電気通信事業者が希望によりインフラ構築の円滑化のための公益事業特権を受けるための認定制度を導入した 

図表② 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正の主な概要
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電気通信事業者については、2-2-1（P.140）参照

2 事業者間の接続料金の見直し

電気通信事業者間における接続料の算定には、従来、

実際費用方式が用いられてきたが、情報の非対称性、

既存事業者の非効率性排除等の点で一定の限界がある

ため、平成12年5月の電気通信事業法改正及び同年11

月の接続料規則の制定により、一部の指定電気通信設

備の接続料原価算定方法に、長期増分費用方式（注）が

導入された。

また、総務省では、長期増分費用モデル研究会にお

いてモデルの見直しの検討を行い、「長期増分費用モ

デルの見直しを踏まえた接続料算定の在り方につい

て」情報通信審議会に諮問し、平成14年9月に答申が

なされた。総務省では、この答申を踏まえ、接続料規

則の一部を改正し、平成15年度及び16年度に適用され

る接続料を規定した接続約款の変更が平成15年4月に

認可された（図表③）。なお、接続料規則の改正では、

長期増分費用方式が適用される機能が追加され、また、

トラヒックが大幅に変動した場合には事業者間で精算

を行うこととされた。

さらに、近年、携帯電話の普及やIP電話の急速な台

頭により、固定電話のトラヒックが減少し、固定電話

に対する新規投資が抑制されるなど、固定電話を取り

巻く環境は大きく変化している。こうした状況を踏ま

え、総務省では、平成15年9月から長期増分費用モデ

ル研究会を再び開催し、モデル見直しの検討を行い、

平成16年4月に「平成17年度以降の接続料算定の在り

方について」情報通信審議会に諮問した。

平成16年版　情報通信白書

平成16年度接続料 

4.37円/3分 

5.36円/3分 

GC接続（電話）
※1 

 ZC接続（電話）
※2

相互接続点 

接 続 料 金 

接 続 料 金 

東・西ＮＴＴ網 

中継交換機（ZC） 

き線点RT 
 

電話 

加入者交換機（GC） 

a   
b   c

地域事業者網 
（CATV等） 

ZC=Zone Center 

GC=Group Center

長距離・国際事業者網 

※1　接続コストは、上記図中のc 
※2　接続コストは、上記図中のa＋b＋c 
※3　き線点RTとは、加入者回線に通常メタルケーブルを使用する電話、ISDN64及び一部の専用線を多重化し、交換機までの区間を光ファイバで伝送する装置            

※3

図表③ 電気通信事業者間の接続料

（注）長期増分費用方式とは、ネットワークの費用を、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を利用する前提で費用を算定する方
式
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電気通信事業者の競争状況については、2-2-1（3）（P.143）参照

3 基本料等の在り方の検討

加入電話の主要な料金のうち、通話料は、昭和60年

の電気通信市場の自由化以降、着実に低廉化・多様化

してきたが、基本料は、平成7年の値上げ以降据え置

かれている。このため、消費者から、加入電話サービ

スの基本料は継続的な物価下落の中で高止まりしてお

り、見直しを図るべきであるとの意見が出されている。

一方で、現在、接続料のコストに含まれるNTS（Non

Traffic Sensitive）コスト（トラヒック（通信量）の大

小にかかわらず発生するコスト）の回収方法について、

従量制の接続料ではなく、定額制の基本料で回収すべ

きであるとの意見が出されている。さらに、平成15年

6月に総務省が開催した基本料等に関するスタディグ

ループの取りまとめでは、①基本料部門への費用の配

賦方法を見直すこと、②施設設置負担金の在り方につ

いて廃止も含め検討することが指摘された。

総務省では、これらを踏まえ、基本料・施設設置負

担金の在り方について、平成17年度以降の接続料算定

の在り方と併せて、平成16年4月の情報通信審議会電

気通信事業部会に諮問を行った。

4 電気通信事業分野における競争評価の実施

総務省では、IP化・ブロードバンド化等を背景とし

て複雑化する電気通信事業分野の競争状況を正確に把

握し、政策に反映していくため、平成14年9月からIP

化等に対応した電気通信分野の競争評価手法に関する

研究会を開催した。研究会では、競争評価手法につい

て検討を行い、平成15年7月に報告書を取りまとめた。

総務省では、この報告書を踏まえて、平成15年度から

競争評価に取り組んでおり、平成15年11月に競争評価

の全体像を示した「電気通信事業分野の競争状況の評

価に関する基本方針」及び平成15年度における評価対

象領域や具体的評価手法を示した「電気通信事業分野

の競争状況の評価に関する平成15年度実施細目」を策

定・公表した（図表④）。この基本方針では、競争評価

の対象領域を、①固定電話、②移動通信、③専用線、

④インターネット接続、⑤データ通信の5つの領域と

し、年度ごとに対象領域を決めて競争評価を実施する

こととしている。平成15年度は、インターネット接続

の領域を対象として競争評価を実施した。

平成16年版　情報通信白書

政
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図表④ 電気通信事業分野における競争評価の骨格
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1 電気通信政策の展開
（2）事業者間の紛争処理
ルール型行政への移行の中で重要性を増す電気通信事業紛争処理委員会

電気通信分野においては、電気通信事業者数の増加

とサービスの高度化・多様化に伴い、事業者間のネッ

トワーク接続をめぐる複雑な紛争事案が生じてきてい

る。また、行政の在り方が事前規制からルール型行政

へ移行する中で、事業者間の接続に係る規制が原則届

出化されたことや電気通信事業への参入手続の見直し

により、さらに電気通信事業への新規参入が進むこと

等から、電気通信事業者間の紛争事案が今まで以上に

増加する可能性が高まっている。このような背景から、

増加・複雑化する紛争事案を迅速・円滑かつ公正に処

理するための紛争処理機関として、電気通信事業紛争

処理委員会の重要性が増している。

平成13年11月に創設された電気通信事業紛争処理委

員会では、事業者間に紛争が生じた場合において、そ

の円滑な解決を図るため、あっせん・仲裁等の手続き

を行うとともに、接続の協議命令等の総務大臣による

行政処分を行う際の諮問機関として審議を行ってい

る。

また、電気通信事業紛争処理委員会は、紛争解決の

ための調査や総務大臣からの諮問事項の審議等を通じ

て、必要なルール整備等について総務大臣に対して勧

告を行っている。

電気通信事業紛争処理委員会は、平成15年度末まで

に31件の事案を処理するとともに、総務大臣へ2件の

勧告を行った（図表）。

平成16年版　情報通信白書

勧告 概要 

コロケーションについて、第一種指定電気通信設備設置事業者に
おいて、接続事業者からの利用請求の先後だけでなく、コロケー
ション利用の緊急性も優先度として考慮されるようにすべきこと
を勧告 
 

コロケーションルールの改善に向けた勧告 
（平成14年2月26日） 

接続における適正な料金設定が行い得る
仕組みの整備の勧告 
（平成14年11月5日） 

接続における適正な料金設定が行い得る合理的で透明性のある仕
組みを検討し、整備すべきことを勧告 
 

２　総務大臣への勧告 

あっせん　　　　　　　25件 

仲裁　　　　　　　　　　1件 

１　紛争処理等件数 

○「接続の諾否」に関する件（1件）　　　　　　　　 ○「接続に係る費用負担」に関する件（16件） 
○「接続に必要な工作物の利用」に関する件（5件）　 ○「接続に係る工事」に関する件（1件） 
○「設備の運用」に関する件（2件） 

○「接続に係る工事」に関する件　　（※仲裁不実行） 

○業務改善命令（2件）　　　　　　　　　　　　　　○料金設定権に関する裁定（1件） 
○土地等の使用に関する認可（1件） 　　　　　　　  ○接続に関する協議再開命令（1件） 

諮問に対する答申　　　　5件 

図表 電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理状況（平成13年11月30日～平成16年3月31日）

関連サイト：電気通信事業紛争処理委員会（http：//www.soumu.go.jp/hunso/）
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平成15年12月、地上デジタル放送の開始

放送のデジタル化については、1-1-1（4）（P.13）参照
放送の高度化の推進については、3-3-2（P.230）参照

1 放送のデジタル化の推進

放送のデジタル化は、国民生活に密着した放送メデ

ィアの高品質化、高機能化等を実現するものであり、

我が国では、CS放送・BS放送・ケーブルテレビ放送

に続き、基幹放送である地上テレビジョン放送につい

ても、平成15年12月に東京・名古屋・大阪の三大都市

圏においてデジタル放送が開始された。地上デジタル

テレビジョン放送は、今後、順次放送エリアを拡大し、

三大広域圏以外の地域においても平成18年（2006年）

末までに放送を開始する。また、平成23年（2011年）

には現在のアナログ放送を終了し、デジタル放送に全

面移行する予定となっている。地上テレビジョン放送

のデジタル化により、国民生活に身近なテレビが簡単

で便利なIT端末に進化し、家庭におけるIT革命が進む

とともに、産業界全体にも幅広い経済波及効果を及ぼ

すことが期待されている。

総務省では、平成13年11月から平成15年4月までブ

ロードバンド時代における放送の将来像に関する懇談

会を開催し、地上デジタル放送の円滑な普及推進のた

めに関係者が一体となって取り組む基本計画として

「デジタル放送推進のための行動計画」を策定した。

この行動計画では、デジタル放送受信機の普及目標を

設定するとともに、国民に対する周知広報の徹底、受

信機の一層の低廉化と円滑な供給、アナログ周波数変

更対策の着実な実施等、各関係者がそれぞれ取り組む

べき具体的事項が提言された。

また、同懇談会の提言を受け、平成15年5月に、放

送事業者・メーカー・販売店・消費者団体・地方公共

団体・マスコミ・経済団体等、幅広い分野のトップリ

ーダー及び総務省等の関係省庁からなる地上デジタル

推進全国会議が設置され、官民一体の地上デジタル放

送の推進体制が整った。地上デジタル推進全国会議で

は、「デジタル放送推進のための行動計画」を承継し、

平成15年10月に、国民に対する地上デジタル放送の周

知・広報施策の一層の強化等を盛り込んだ「第4次行

動計画」を策定した（図表①）。

平成16年版　情報通信白書

■地上テレビ放送事業者 
　○ 三大広域圏について、目標に沿って順次カバーエリアを拡大 
　○ 移動体受信にも対応する放送サービスを開発し、放送方式の決定

後速やかに導入目標時期を策定 
　○ 字幕放送など高齢者・障害者にやさしい放送サービスを充実 

■地方公共団体 
　○ 電子自治体の推進における地上デジタル放送の積極的な活用推進 
　○ 地上放送デジタル化やアナログ周波数変更対策に関する住民への

周知に協力 

■政府 
　○ 国の方針としてのデジタル化のメリット、スケジュール等につい

て、国民へ周知・広報 
　○ アナログ周波数変更対策の着実な実施 
　○ デジタル化を円滑に進めるための積極的支援 
　○ 電子自治体の推進に資する地上デジタル放送を活用した行政サー

ビス提供に関する施策を推進 
　○ 平成15年8月に総務省内に設置された総務大臣を本部長とする「地

上デジタル放送推進本部」において、総合的な取組を推進 

■地上デジタル推進全国会議 
　○ 行動計画のフォローアップ等を行うため、幹事会の下に「企画運

営分科会」を設置 
　○ 受信機の普及方策や使いやすいサービス及び機器の在り方の検討

等を行うため、幹事会の下に「普及促進分科会」を設置 

■受信機メーカー、販売店等 
　○ 受信機及びセットトップボックスの一層の低廉化と円滑な供給 
　○ 高齢者や障害者を含め、すべての視聴者にとって使いやすい受信機やリモコンの開発・供給 
　○ カタログ掲載や商品へのシール貼付、店頭告知などによるアナログ放送の終期等の周知 

■地上デジタル放送推進協会（D-PA）※ 
　○ 地上デジタルテレビジョン放送及びその受信の普及促進、送受信技術に関する規格化の推進、エンジニアリングサービスの運用等 
　○ 全国地上デジタル放送推進協議会と連携して三大広域圏のエリアマップを作成し関係者へ配布 

（※放送事業者、メーカー等からなる社団法人として平成15年8月設立） 

■ケーブルテレビ事業者 
　○ 業務区域内における地上デジタル放送の開始に伴い可能な限り早

期にデジタル再送信を推進 
　○ 自社の地上デジタル放送の再送信開始時期、受信方法、サービス

提供エリア等が決まり次第速やかに加入者に対し十分な周知を実
施 

　○ 地上デジタル放送再送信の仕様の策定を踏まえ、CATV用セット
トップボックスの積極的導入 

図表① 「第4次行動計画」に基づく各関係者の具体的取組
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放送事業者については、2-3-1（P.168）参照

さらに、総務省では、地上デジタル放送の様々な利

活用の可能性を視聴者に提示し、全国各地における普

及を推進するためのより効果的かつ着実な普及方策を

検討するため、平成16年1月、「地上デジタル放送の利

活用の在り方と普及に向けて行政が果たすべき役割」

について情報通信審議会に諮問した。審議会では、国

民との接点が多く大きな波及効果が期待される教育・

医療・防災等の公共分野における活用の可能性等につ

いて検討されており、平成17年（2005年）7月を目途

に答申が行われる予定である。

加えて、総務省では、平成23年（2011年）のデジタ

ル放送への完全移行を実現するため、地上デジタル推

進全国会議等と連携しつつ、デジタル放送の移行に伴

い必要となるアナログ周波数変更対策の着実な実施、

国民への周知広報の一層の強化、放送事業者の支援等

の諸施策を積極的に実施している。

2 マスメディア集中排除原則の緩和

放送による表現の自由ができるだけ多くの者によっ

て享有されるようにするため、総務省では、マスメデ

ィア集中排除原則により一の者が支配可能な放送事業

者の数を制限し、放送の機会をできるだけ多くの者に

対し確保することに努めている。しかしながら、近年

放送を取り巻く環境が大きく変化していることから、

総務省ではマスメディア集中排除原則の見直しを行っ

ている。

総務省では、BSデジタル放送事業者の経営基盤の

強化、番組制作力の向上等を図り、BSデジタル放送

の普及を促進するため、平成15年6月に関係省令の一

部改正を行い、BSデジタル放送に係るマスメディア

集中排除原則を緩和した。これにより、地上放送事業

者からBSデジタル委託放送事業者への出資比率規制

については、「3分の1以上の議決権保有」から「2分の

1を超える議決権保有」に緩和された。

また、放送による情報の多元的な提供や地域性の確

保を図りつつ、地上デジタル放送の推進、放送事業者

の経営基盤の強化に資するため、総務省では、マスメ

ディア集中排除原則の見直しの検討を行い、広く国民

に対する意見募集を3回にわたり実施し、関係省令の

改正案について平成16年3月に電波監理審議会より答

申を受け、関係省令の改正を行いマスメディア集中排

除原則を緩和した（図表②）。

平成16年版　情報通信白書

1　異なる放送対象地域における

ローカル局相互間 

2　経営困難時における特例的な

取扱い 

※1　キー局：関東広域圏を放送対象地域とする放送局 
※2　ローカル局：原則県域を放送対象地域とする放送局 

◎隣接地域の連携の場合、7地域までの連携であれば、出資比率規制について、現行の「1/5以上の議決権保

有禁止」から「1/3以上の議決権保有禁止」へ緩和 

　　・海域を挟んで最も近い放送対象地域は「隣接」とする。（例：福岡＝山口） 

　　・関東広域圏局は緩和の対象外 

◎下記のいずれかの条件に該当する場合、出資比率制限及び役員兼務制限を適用しない。 

　① 会社更生法の更生手続開始の決定があったこと 

　② 民事再生法の再生手続開始の決定があったこと 

　③ 過去2年間連続債務超過であって、債務超過の年度を含めて過去3年連続経常損失が生じていたこと　 

◎ 特例の内容 

　ア キー局※1からローカル局※2への出資も可能 

　イ 緩和は100％出資まで（合併は認めない） 

　ウ 経営回復後には、出資比率について通常のマスメディア集中排除原則の適用 

◎隣接地域が下記①又は②の場合、出資比率規制を撤廃（合併及び完全子会社化も可能） 

　① 連携の対象となる地域すべてがそのうちのいずれか一つの地域に隣接する場合 

　② 地域的な関連性が密接であるものとして別に定める場合（例：東北6県、九州7県＋沖縄県） 

　　・海域を挟む場合は上記と同様「隣接」　　・関東・近畿・中京広域圏局は緩和の対象外 

【論点】 【制度改正】 

図表② マスメディア集中排除原則の緩和の内容
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世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境の構築に向けて

移動通信システムの高度化に向けた取組については、3-3-1（6）（P.226）参照
無線インターネットの高度化については、3-3-1（7）（P.227）参照

1 電波開放戦略の推進

我が国の経済が更に成長し、豊かな国民生活を実現

するためには、我が国の社会経済システムの活性化を

進めていくことが重要であり、特に、他産業を牽引し

ている情報通信分野においては、無線を活用した新た

なビジネスを開花させるため、広帯域周波数をニーズ

の高い分野に大胆かつ迅速に開放し、事業者の自由な

事業展開を可能にすることが課題となっている。

このような状況の中で、総務省は、平成15年7月に、

今後の社会経済における電波の役割、電波利用の将来

展望、電波技術の将来動向、今後の周波数需要予測等

を展望した総合的な電波行政の在り方について、情報

通信審議会より答申（「電波政策ビジョン」）を受けた。

総務省では、この答申を踏まえ、世界最先端のワイ

ヤレスブロードバンド環境の構築を実現し、強じんで

活力に満ちた日本経済とするために、①周波数割当て

の抜本的見直し、②電波再配分のための給付金制度の

導入、③電波ビジネスの自由な事業展開を推進するた

めに現行の免許制度に代えた登録制度の一部導入等を

主な柱とした「電波開放戦略」を推進している（図表

①）。

2 「周波数の再編方針」の策定

「電波開放戦略」を推進し、ワイヤレスブロードバ

ンド環境を構築するにあたっては、その中核を担う移

動通信や無線LAN等に必要な周波数を確保することが

不可欠となる。このため、総務省では、周波数再配分

の基本的な考え方について、平成15年10月に「周波数

の再編方針」を策定・公表した。また、実際に電波の

再配分を実施する場合、実際の電波の利用状況を把握

した上で、電波の迅速かつ円滑な再配分を実施するこ

とが必要である。このため、総務省では、平成14年の

電波法の改正により、電波の利用状況の調査・公表・

評価する制度を導入しており、無線局の使用実態、通

信量等の利用状況について調査を行っている。電波の

再配分の対象となる周波数帯は、同調査の評価結果に

基づき、免許人の経済的影響等について、二次調査を

実施し、当該免許人からサービスの提供を受けている

利用者への影響も配慮した上で決定される。

3 電波再配分のための給付金制度の導入

電波の再配分を実施する場合、既存の電波利用者に

とっては、過去に投資して取得・建設した無線設備が

使えなくなるほか、撤去費用、新規設備の取得等、経

済的な費用負担が生じるおそれがある。このため、電

波の迅速な再配分を円滑化する観点から、周波数の使

用期限が早期に到来する既存の電波利用者に対して、

当該使用期限の早期の到来により通常生じる費用を給

付金として支給する制度を導入するため、平成16年2

月に電波法の改正案を第159回国会に提出し、同法は

平成16年版　情報通信白書

目標：世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境の構築 

周波数割当ての見直し 
無線LANや情報家電等用の 
広帯域周波数の迅速な開放 

電波ビジネスの 
自由な事業展開の推進 

［電波法を改正］ 
 
迅速な電波再配分のための
給付金制度の導入 

［電波法を改正］ 
 
電波ビジネスの自由な事業
展開推進のための無線局の
登録制度の導入 

電波の利用状況調査・公表 
制度の導入 
 
周波数再編方針の策定 
 
周波数割当計画改定の 
段階的実施 

図表① 電波開放戦略
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無線局数については、2-2-5（3）（P.166）参照

同年5月に成立・公布された（図表②）。

既存の電波利用者に対し給付金を支給する具体的な

予定としては、平成15年5月に公表した電波の利用状

況調査の評価結果を踏まえ、平成17年中に大都市圏で

高出力の屋外無線LANが自由に利用できる環境を整備

するため、4.9～5.0GHz（電気通信業務用固定局が使

用している周波数）、100MHz幅を、関東・東海・近畿

圏において、平成19年（2007年）11月末とされている

使用期限を2年間前倒しするため、既存の電波利用者

に対して給付金を支給する予定である。

4 無線局の登録制度の導入

我が国においては、ADSL等有線系ネットワークを

中心として約1,500万（平成15年度末）のブロードバン

ド契約者が存在しており、我が国のブロードバンド環

境は急速に拡大している。このような状況の下、今後、

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」つながるユ

ビキタスネットワーク社会を実現していくためには、

無線によるブロードバンド環境の構築が必要不可欠と

なっている。

このため、有限かつ稀少な電波の有効利用を更に進

め、混信等の防止等電波利用の秩序を維持し、電波ビ

ジネスの自由な事業展開を図って電波の多重利用を推

進するための方策を講ずることが必要である。このよ

うな観点から、高出力の屋外無線LAN等共同利用型の

無線システムについて、電波の秩序を維持しつつ規制

緩和を行い、現行の「事前チェック型」の免許制度に

代え、「事後チェック型」の登録制度を導入するため、

平成16年2月に電波法の改正案を第159回国会に提出

し、同法は同年5月に成立・公布された。

平成16年版　情報通信白書

インターネット 

飲食店 

《中継用固定局》 

《無線LAN》 

＜満席の中での新規参入の実現＞ 

《情報家電》 

ホテル 

新規利用者 既存利用者 

退席 
・代替周波数なし 
・３年程度で実施（従来10年以上） 

補償が必要 

新規利用者に経済的な利益が発生 新規利用者が一定の費用負担 

給付金の支給 

電気通信事業者の 
基地局 

既存利用者に損失が発生 
（設備の残存価値や撤去費用など） 

新規参入 

図表② 電波再配分のための給付金制度の導入

＜現行制度＞ 
免　許　制 

※小電力・帯域限定では免許不要 
 

新たに導入 

・大電力 
・排他利用 

・自由利用 
・電波の混信等への 
　対応等 

背景：技術進展等 ＜共同利用型の無線サービス＞ 

高出力の屋外 
無線LAN等の 
ベストエフォート型 
 

放送局、携帯電話等の 
帯域保証型 

事後チェック型（登録制） 事前チェック型（免許制） 

図表③ 無線局登録制度の導入
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この登録制度の導入により、これまで基地局等1局

ごとに詳細情報に基づき免許（申請から免許までおお

むね2～3週間程度）を与えていたものが、同一使用形

態の基地局等をまとめて登録（申請から登録まで最短

1日）可能になるほか、登録に基づき個々の基地局等

の自由な設置（詳細情報を事後届出）が可能となるな

ど、電波の自由な利用を促進し、無線局開設の手続き

の大幅な迅速化・簡素化が期待される（図表③）。

5 電波利用料制度の見直し

今日、電波の利用は様々な分野に及び、増大かつ多

様化の一途をたどっている。円滑な電波利用を確保す

るためには、①有限な資源である周波数のひっ追への

対応、②電波利用の拡大に伴う行政事務量の増加への

対応等の課題に対して、早急かつ的確な対処が必要と

なってきている。

総務省では、混信や妨害のない安定的な電波環境を

維持するとともに、免許事務の電子化や能率的な電波

利用の促進により無線局の急増に対処するなど電波の

適正な利用のより一層の確保を目的に、無線局全体の

ための共益的な行政事務の費用を当該事務の受益者で

ある免許人全体で負担する電波利用料制度を、平成5

年4月から導入している（図表④）。

電波利用料制度については、制度の導入から既に10

年以上が経過したが、導入時と比べて、携帯電話や無

線LAN等電波を利用したビジネスの発展や電波利用料

の負担割合の変化等、電波利用料を巡る諸事情も大き

く変化してきており、総務省では、電波有効利用政策

研究会において、電波利用料制度の在り方について、

電波の経済的価値を反映することの是非も含めた多面

的な観点から総合的に見直すための検討を進めてい

る。

平成16年版　情報通信白書

無線局の区分 

年度 

歳入予算 

歳出予算 

出力 

大規模局 中規模局 小規模局 

料額 

9 

251 

251

10 

323 

323

11 

352 

352

12 

404 

404

13 

451 

524

14 

504 

526

15 

536 

577

16 

552 

580

料額（年額） 代表的な無線局の例 

① 電波利用料制度の概要 

電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的
として行う事務の処理に要する費用を、無線局の免許人全体で負担する受
益者負担金制度（平成5年4月1日施行） 

② 電波利用料の使途 

以下の使途を電波法で法定 
① 不法無線局の探査のための電波監視施設の整備 
② 免許申請処理の効率化のための無線局データベースの整備 
③ 周波数ひっ迫対策のための新技術の導入に必要な試験事務 
④ 特定の周波数変更等に必要な対策業務（アナログ周波数変更対策業務） 
⑤ 特定の周波数終了等に必要な対策業務 
⑥ その他の事務（例：電波遮へい対策事業等） 

④ 電波利用料の料額 

○ 電波の利用形態等に着目して、無線局を10区分し、それぞれの電波利
用料額を法定し、毎年徴収 

⑤ 納付方法 

○ 従来の方法（窓口、口座引落）に加え、電子納付（金融機関のインターネ
ットバンキング等を利用する方法）を導入（平成16年1月19日実施） 

③ 電波利用料予算 

・タクシー無線 

・PHS基地局 
・携帯電話基地局 

・通信衛星 
・放送衛星 

・テレビ放送局 
・ラジオ放送局 

・携帯電話 
・MCA移動局 
・衛星携帯電話 

・実験局 
・アマチュア局 

・インテルサット地球局 

・航空機地球局 

・多重放送局 

・固定局 

1　移動する無線局 

2　基地局 

3　人工衛星局 

4　固定通信の地球局 

5　移動通信の地球局 

6　放送局 

7　多重放送局 

8　実験局、アマチュア局 

9　その他の無線局 

10  上記にかかわらず 
　  包括免許の無線局 

600円 

5,500円 

24,100円 

10,500円 

2,200円 

23,800円 

900円 

500円 

16,300円 

540円 

テレビジョン放送をする無線局の追加徴収額 
（平成15年度～22年度） 

VHF：50kW以上 
UHF：100kW以上 

310,000,000円 83,000円 620円 

VHF：0.1W未満 
UHF：0.2W未満 

VHF：0.1W以上50kW未満 
UHF：0.2W以上100kW未満 

（平成15年9月1日施行）

（平成11年5月21日改定）

（補正予算を含む。単位：億円） 

※　平成15年の電波法改正により、電波利用共益事務における免許人の受益
と負担のバランスを図る観点から、アナログ周波数変更対策に要する費用（総
額　約1,800億円）に関し、その一定割合について、当該対策の実施期間中（平
成15年度～22年度）、地上アナログTV放送局の免許人から「追加的な電波利
用料」を徴収しているところ 

電波利用料額表 

図表④ 電波利用料制度の概要


